
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第４０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年３月６日 ０７時４１分ごろ 

発生場所 明石海峡東方沖 

兵庫県神戸市所在の平磯
ひらいそ

灯標から真方位１３３°３.８海里付近 

 （概位 北緯３４°３４.７′ 東経１３５°０７.３′） 

事故等調査の経過  平成２６年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 
 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 S T
エスティ

 MERMAID
マ ー メ イ ド

（大韓民国籍）、１,５９９トン 

   ９３４４８８７（ＩＭＯ番号）、SEATRAS CO.,LTD 

Ｂ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３６６９１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 船尾部やぐらに曲損、左舷船尾部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１２人が乗り組み、明石海峡を通過し、船長Ａ

が操船指揮に当たり、三等航海士及び操舵員を船橋配置に就け、約９

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東進していた。 

 船長Ａは、Ｂ船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続

けた。 

 Ａ船は、東進中、平成２６年３月６日０７時４１分ごろ、明石海峡

東方沖において、左舷船尾部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約３kn の速力により、長さ約

３８０ｍのワイヤに接続した漁網をえい
．．

網しながら北西進し、船長Ｂ

が、船尾甲板で船首方を向き、中腰の体勢で漁獲物の選別作業を始め

た。 

 船長Ｂは、周囲を見回し、航行に支障となる船はいないものと思

い、選別作業に専念していたところ、航走波による動揺で左舷方を振

り向いた時、Ａ船が目前に迫っていることが分かったが、どうするこ

ともできず、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  Ｂ船は、鼓形の形象物を保有していたが、破損しており、破損した



 

 

状態でマストに表示していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、明石海峡東方沖を東進中、船長Ａが、Ｂ船を認めたもの

の、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝突したもの

と考えられるが、船長Ａから情報が得られなかったため、針路及び速

力を保持した経緯を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、明石海峡東方沖をえい
．．

網して北西進中、船長Ｂが漁獲物の

選別作業に意識を集中していたことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、明石海峡東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北西進

中、船長Ａが、Ｂ船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行

し、また、船長Ｂが漁獲物の選別作業に意識を集中していたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りを適切に行い、衝突のおそれの判断を速やかに行うととも

に、衝突を避けるための動作を適切に行うこと。 

 ・トロール漁業に従事する漁船は、操業中は、漁ろうに従事中であ

ることを示す形象物を適切に表示すること。 

 ・操業中の漁船であっても、常に適切な見張りを行い、衝突を避け

るための動作を適切に行うこと。 

 


